
                                                    

                                                  

国家公務員の総人件費改革の取組状況 ＜平成２１年度政府予算ベース＞ 

                              平成２１年３月 

 

 取組概要 平成１７年度時点 平 成 １ ８ 年 度 平 成 １ ９ 年 度 平 成 ２ ０ 年 度 平 成 ２ １ 年 度 平成２２年度までの純減方針

国
の
行
政
機
関 

 

○国の行政機関の定員

（33.2万人）を今後

５年間で５％以上純

減（「行政改革の重要

方針」、「行政改革推

進法」） 

 

○国の行政機関の定員

（332,034人）を平成

18年度から22年度ま

での５年間で18,936

人（5.7％）以上純減 

（「国の行政機関の

定員の純減につい

て」） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

332,034人 

 

 
純減数 

 ▲１,５０２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[年度末定員数： 

３３０,５３２人] 

①増員数    （５,９０７人）

②減員数   （▲８,０３６人）

③差し引き純減数（▲２,１２９人）

 

※ 配置転換の取組の初年度

となる平成19年度について

は、７４８人の配置転換を

実施。 

 

 

[減員の内訳] 

・ 農林統計  ▲555人純減

・ 食糧管理  ▲499人純減

・ 北海道開発 ▲179人純減

・ 社会保険庁 ▲277人純減

・ ハローワーク・労働保険(労災) 

▲410人純減

・ 登記・供託 ▲228人純減

 等

 

 

 

[年度末定員数： 
３２８,４０３人]

①増員数   （５，９５０人）

②減員数 （▲１０，０７２人）

③差し引き純減数（▲４，１２２人）

うち社会保険庁改革関連の移行減

（政管健保業務の全国健康保険協

会への移行減）▲２，０００人 

※ 平成20年度の配置転換に

ついては、７８３人の配置

転換を実施。 

 

[減員の内訳] 

・農林統計  ▲566人純減 

・食糧管理  ▲511人純減 

・北海道開発 ▲332人純減 

・社会保険庁▲2,285人純減 

・ハローワーク・労働保険(労災) 

▲433人純減 

・登記・供託 ▲344人純減 

等

 
 
 
 [年度末定員数： 

３２４，２８１人]

①増員数 （６，１８２人） 

②減員数（▲２０，９８７人） 

③差し引き純減数（▲１４，８０５人） 

うち社会保険庁改革関連の移行減

（日本年金機構への移行減） 

（▲１２，２８０人） 

その他（▲ ２，５２５人） 

※ 平成21年度の配置転換に

ついては、７０５人の受入

れが内定。 

[減員の内訳] 

・農林統計  ▲540人純減 

・食糧管理  ▲492人純減 

・北海道開発 ▲215人純減 

・社会保険庁 ▲572人純減 

（日本年金機構への移行減を除く） 

・ハローワーク・労働保険(労災) 

       ▲396人純減 

・登記・供託 ▲423人純減等 

 

 
 
[年度末定員数： 

３０９，４７６人] 

国の行政機関の定員（３３

２,０３４人）を平成18年度か

ら22年度までの５年間で１８,

９３６人（５.７％）以上純減 

 

 

 

 

 

 

 

 

[平成２２年度末定員（見込
み）：３００，８１８人] 
（21年度の日本年金機構への移

行減▲12,280人を含む。） 

 

自 

衛 

官(

防
衛
省)

 

○聖域を設けず、教育

関係、給食関係、整

備関係等の民間委託

等を行うことによ

り、行政機関に準じ

て純減を行う。   

（「行政改革の重要

方針」） 

 

○国の行政機関の定員

純減の例に準じて純

減をさせるものとす

る 

（「行政改革推進法」

第44条第2項） 

 

 

 

 

 

 

 

237,106人 

 
 

純減数 

 ▲３００人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[年度末平均人員： 

２３６,８０６人] 

① 増員数   （  ３１人）

② 減員数  （▲８０９人）

③ 差し引き純減数 （▲７７８人）

 

［減員の内訳］ 

・教育、給食、整備、補給等

の分野の業務の民間委託

等により、４７２人減 

・地方協力本部の援護業務の

民間委託及び募集業務の

効率化により、２３７人減

・自衛隊生徒制度の見直しに

より、１００人減 

 

[年度末平均人員： 
２３６,０２８人] 

①増員数      （  １４人）

②減員数  （▲  ７７９人）

③差し引き純減数（▲   ７６５人）

 

［減員の内訳］ 

・教育、給食、整備、補給等

の分野の業務の民間委託

等により、５９０人減 

・地方協力本部の援護業務の

民間委託及び募集業務の

効率化により、８０人減 

・自衛隊生徒制度の見直しに

より、１０９人減 

 
[年度末平均人員： 

２３５,２６３人]
 

①増員数      （   ６人） 

②減員数  （▲１，８６６人） 

③差し引き純減数（▲１，８６０人） 

 

［減員の内訳］ 

・教育、給食、整備、補給等

の分野の業務の民間委託

等により、１，３４４人減 

・地方協力本部の援護業務の

民間委託及び募集業務の

効率化により、１７０人減 

・自衛隊生徒制度の見直しに

より、３５２人減 

 
[年度末平均人員： 

２３３,４０３人] 
 

自衛官の実員（年度末平均人

員）２３.７万人について、合計

８，６８５人を純減させるほか

（注）、防衛医科大学校の独法化

による事務官等(17年度末時点

で1,065人)の減も合わせると

９，７５０人を純減させる。 

 

（注）自衛官の実員減の効果が

２３年度以降にずれ込むものを

一部含んでいる。また、任期制

士の基礎教育期間（約３ヶ月間）

中の身分を非自衛官に変更する

措置によるものを含んでいる。

 

 

 

上記純減を図るに当たり、「国家公務員の配置転換、採用抑制等に関する全体計画」（H18.6.30

閣議決定)に基づく配置転換（平成19～22年度までの間に約2,900人）を実施。 



                                                    

衆
議
院(

事
務
局
・
法
制
局)  

 

 

 
○国会、裁判所、会計

検査院、人事院の職

員の定員について

も、各機関の特質等

に留意しつつ、行政

機関に準じた取組を

行うよう求める 

（「行政改革の重要方

針」） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,795 人 

 

 

 

純減数 

▲２１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[年度末定員数: 

１,７７４人] 

① 増員数         （１２人）

② 減員数       （▲３０人）

③ 差し引き純減数（▲１８人）

 

［減員の内訳］ 

・会議録作成部門の速記者養

成所廃止等により１０人減 

・内部管理部門の自動車運転

業務の民間委託により５人

減 

・その他事務の合理化により

１５人減 

 

 

 

 

[年度末定員数： 
１,７５６人] 

①増員数          （１１人）

②減員数       （▲２９人）

③差し引き純減数（▲１８人）

 

［減員の内訳］ 

・会議録作成部門の合理化に

より４人減 

・内部管理部門の議員宿舎管

理業務等の一部廃止により

１１人減 

・内部管理部門の自動車運転

業務の民間委託により５人

減 

・その他事務の合理化により

９人減 

 

[年度末定員数： 
１,７３８人]

①増員数            （９人） 

②減員数        （▲２８人） 

③差し引き純減数（▲１９人） 

 

［減員の内訳］ 

・会議録作成部門の合理化に

より４人減 

・内部管理部門の議員宿舎管

理業務等の一部廃止により

４人減 

・内部管理部門の自動車運転

業務の民間委託により３人

減 

・その他事務の合理化により

１７人減 

 

[年度末定員数： 
１,７１９人] 

事務局等を効率的かつ機能的

な組織とするため、業務の合理

化及びアウトソーシング、組織

の改編等を進めることにより、

平成１８年度から２２年度まで

の５年間で、１７年度末衆議院

定員（１，７９５人）から９５

人（５．２９％)以上の定員を純

減する。 

 

 

 

 

 

 

 

[平成２２年度末定員数（見

込み）：１，７００人] 

参
議
院(

事
務
局
・
法
制
局)  

  
 

 

 

 

1,361 人 

 

 

 

純減数 

  ▲９人 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[年度末定員数:

１,３５２人] 

① 増員数       （６人）

② 減員数      （▲２２人）

③ 差し引き純減数 （▲１６人）

 

［減員の内訳］ 

・会議録作成部門の速記者養

成所廃止等により７人減 

・内部管理部門の庁舎管理業

務を民間委託すること等に

より６人減 

・内部管理部門の自動車運転

業務を民間委託することに

より３人減 

・その他事務の合理化により

６人減 

 

[年度末定員数： 
１,３３６人] 

①増員数           （６人）

②減員数       （▲２２人）

③差し引き純減数 （▲１６人）

 

［減員の内訳］ 

・会議録作成部門の合理化に

より３人減 

・内部管理部門の自動車運転

業務を民間委託すること等

により５人減 

・その他事務の合理化により

１４人減 

 

 

 

 

[年度末定員数： 
１,３２０人]

①増員数           （６人） 

②減員数       （▲２２人） 

③差し引き純減数 （▲１６人） 

 

［減員の内訳］ 

・会議録作成部門の合理化に

より４人減 

・内部管理部門の自動車運転

業務を民間委託することに

より３人減 

・その他事務の合理化により

１５人減 

 

 

 

 

[年度末定員数： 
１,３０４人] 

事務局の業務・機構等の全般

的な見直しを行って、立法補佐

機能の一層の充実を図りつつ、

定員を純減し、簡素にして効率

的な事務局機構を整備する。 

事務局の業務・機構等の全般

的な見直しに際しては、合理化、

効率化、機械化等をこれまで以

上に推し進めるとともに、アウ

トソーシング、非常勤職員化等

を積極的に推進する。 

定員の純減については、平成

１７年度の定員（１，３６１人）

から、５年間で７２人（５．２

９％）以上の定員を純減する。

 

[平成２２年度末定員数（見

込み）：１，２８９人] 

国
立
国
会
図
書
館 

  

 

 

 

940 人 

 

 

純減数 

 ▲６人 

 

 
 
 
 
[年度末定員数: 

９３４人] 

① 増員数       （  ５人）

② 減員数       （▲１６人）

③ 差し引き純減数 （▲１１人）

 
 
［減員の内訳］ 

・業務の合理化、機構の改編

等により１６人減 

 
[年度末定員数： 

９２３人] 

① 増員数      （  ２人）

② 減員数      （▲１７人）

③ 差し引き純減数 （▲１５人）

 
 
［減員の内訳］ 

・業務の外部委託、機構の改

編等により１７人減 

 
[年度末定員数： 

９０８人]

① 増員数      （  ６人） 

② 減員数      （▲１６人） 

③ 差し引き純減数 （▲１０人） 

 
 
［減員の内訳］ 

・業務の合理化、機構の改編

等により１６人減 

 
[年度末定員数： 

８９８人] 

業務の合理化、アウトソーシ

ング等により、平成１７年度末

定員（９４０人）から、平成１

８年度以降５年間で▲５０人

（５．３２％）の定員を純減す

る。 

 

 

 

[平成２２年度末定員数
（見込み）：８９０人] 



                                                    

 

 

 

裁 

判 

所 

  

 

 

 

 

 

 

 

25，349人 

① 増員数 

（１５３人） 

②減員数 

（▲７５人） 

  

［減員の内訳］ 

（司法行政部門を

中心に業務の見直

しにより75人減，

他に内部振替73人

減） 

 

[年度末定員数： 

２５,４２７人] 
 

① 増員数      （１７５人）

② 減員数    （▲１００人）

 

［減員の内訳］ 

（司法行政部門を中心に業務

の見直しにより100人減，他に

内部振替30人減） 

 

 

 

 

 

[年度末定員数： 

２５，５０２人]

①増員数    （１７５人）

②減員数   （▲１００人）

 

〔減員の内訳〕 

（司法行政部門を中心に業務

の見直しにより１００人減，

他に内部振替２０人減） 

 

 

 

 

 

[年度末定員数： 

２５，５７７人]

①増員数    （１８０人） 

②減員数   （▲１０２人） 

 

〔減員の内訳〕 

（司法行政部門を中心に業務

の見直しにより１０２人減，

他に内部振替２５人減） 

 

 

 

 

 

[年度末定員数： 

２５，６５５人] 

裁判官等の裁判部門の要員

確保を図る一方で、それ以外の

職員（約１.１万人）について司

法行政部門を中心に業務の見直

しにより、定員削減（平成２１

年度分を含め、平成２２年度ま

でに１５２人～２０２人。ただ

し、内部振替を含む。）を行う。

会
計
検
査
院 

  

 

 

 

 

 

1，293人 

 

 

純減数 

 ▲１人 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

[年度末定員： 

１，２９２人] 

① 増員数        （２２人）

② 減員数    （▲３７人）

③ 差し引き純減数  （▲１５人）

 
［減員の内訳］ 

・内部管理部門について 

業務の見直しにより９人減 

・検査部門について 

業務の合理化により１６人

減 

業務の効率化により１２人

（時限定員分）減 

  

[年度末定員数： 
１,２７７人] 

 

① 増員数    （２２人）

② 減員数   （▲２５人）

③ 差し引き純減数（▲３人）

 

 ［減員の内訳］ 

・内部管理部門について 

業務の見直しにより６人減 

・検査部門について 

業務の合理化により１９人

減 

 

 

 

[年度末定員数： 

１，２７４人]

①増員数    （３３人） 

②減員数   （▲２７人） 

 

 

［減員の内訳］ 

・内部管理部門について 

業務の見直しにより６人減 

・検査部門について 

業務の合理化等により２１

人減 

 

 

 

[年度末定員数： 

１，２８０人] 

検査業務量の増大に見合っ

た検査部門の要員確保を図る一

方で、内部管理部門（３１７人

）について、定員削減（平成１

８年度から平成２２年度までの

間に、３２人）を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

人 

事 

院 

  

 

 

 

 

699人 

 

 

純減数 

 ▲３人 

 

［減員の内訳］ 

ＩＴの活用等によ

る業務のスリム化

等による内部管理

業務要員等の減 

 

[年度末定員数： 

６９６人] 

① 増員数     （１１人）

② 減員数     （▲１６人）

③ 差し引き純減数（▲ ５人）

 
［減員の内訳］ 

・ＩＴの活用等による業務の

スリム化等により５人純減

     

 

  
 
[年度末定員数： 

６９１人] 

① 増員数      （１０人）

② 減員数     （▲２１人）

③差し引き純減数 （▲１１人）

 

［減員の内訳］ 

・公平審査局を中心に業務の

見直し等により８人純減 

・その他純減計画とは別に、

内閣への事務移管に伴い３

人純減 

 
[年度末定員数： 

６８０人]

① 増員数       （６人） 

② 減員数     （▲１５人） 

③ 差し引き純減数（▲９人） 

 

［減員の内訳］ 

・公平審査局をはじめ、業務

の見直し等により９人純減 

 

 

 
 
[年度末定員数： 

６７１人] 

業務の廃止等（業務の外部委託

等、ＩＴの活用等による業務の

スリム化）及び行政ニーズの変

化に合わせた業務の見直しによ

り、平成１８年度からの５年間

で、３５人（平成１７年度末定

員（６９９人）の５％）の純減

を行う。 

 

 

 

[平成２２年度末定員数

（見込み）：６６１人] 

（注１）「平成１９年度」、「平成２０年度」及び「平成２１年度」欄に記載の「増員数」「減員数」にはそれぞれ振替増、振替減を含む。 

（注２）上記のほか、裁判官訴追委員会（平成１７年度～２０年度：１２人、２１年度：１１人）及び裁判官弾劾裁判所（平成１７年度～２０年度：１２人、２１年度：１１人）の定員がある。 

（注３）「基本方針２００６」において、国家公務員について、「国の行政機関で▲5.7％の定員純減等（2010 年度まで）を達成する」としており、また、「定員純減を 2011 年度まで継続する」としている。 



                                                    

 

 

地方公務員の総人件費改革の取組状況 ＜平成２０年度定員管理調査ベース＞ 

                               

 

 

 取組概要 平成１７年度時点 平 成 １ ８ 年 度 平 成 １ ９ 年 度 平 成 ２ ０ 年 度 平成２２年度までの純減方針 

地
方
公
務
員 

 

 

○地方公務員の総数

（304万人）を今後５

年間で４．６％以上

純減（「新地方行革指

針」、「行政改革の重

要方針」、「行政改革

推進法」） 

 

○５年間で行政機関の

国家公務員の定員純

減（５．７％）と同

程度の定員純減を行

う 

（「基本方針２００

６」） 
 

 

 

 

 

 
[平成17年4月1日現在 

総数：3,042,122人] 

 

 
純減数 ▲43,720人 

 

［増減の内訳］ 

 ・一般行政部門  ▲21,732人 

 ・教育部門    ▲13,968人 

 ・警察部門      3,272人 

 ・消防部門       622人 

・公営企業等会計部門 ▲11,914人

 
 
 

[平成１８年４月１日現在 
総数：2,998,402人]

 

 

純減数 ▲47,106人 

 

［増減の内訳］ 

 ・一般行政部門  ▲23,696人 

 ・教育部門    ▲17,185人 

 ・警察部門      2,598人 

 ・消防部門       571人 

 ・公営企業等会計部門  ▲9,394人

 

 

 

[平成１９年４月１日現在 
総数：2,951,296人]

 

 

 

※２ヵ年の純減実績 

 ▲90,826人 （▲3．0％） 

 

 

 

 

 

 

純減数 ▲51,918人 

 

［増減の内訳］ 

 ・一般行政部門  ▲27,418人 

 ・教育部門    ▲17,817人 

 ・警察部門      1,040人 

 ・消防部門       216人 

 ・公営企業等会計部門  ▲7,939人 

 

 

 

[平成２０年４月１日現在 
総数：2,899,378人] 

 

 

 

※３ヵ年の純減実績 

 ▲142,744人 （▲4．7％） 

地方公務員の総数（平成１７年

度時点：３，０４２，１２２人）

について、５年間で行政機関の国

家公務員の定員純減（５．７％）

と同程度の純減を行う。 

（注）「基本方針 2006」において、「定員純減を 2011 年度まで継続する」としている。 


